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　「足跡」は、自分自身の研究の総括を目的とし
てはいない。これまでの教育、研究、実践を、そ
の時の思いを確認し、ふりかえり、それらの取り
組みの意味をあらためて考えることが、本随筆の
目的である。したがって、自分にとっては懐かし
く、意味はあることだが、読者にとっては、意味
のないたわごとに思われることも多いであろう。
また、私は、14 年間、学長としての役割を担わ
せて頂いた。当然、キリスト教学・神学、そして
臨床心理学の先生方と一緒に大学・大学院の教育
を守ってきたことは言うまでもない。しかしここ
では、私の研究領域である社会福祉学に限って、
述べることをお許し頂きたい。以下、筆者に影響
を与えた書籍や論考、拙著を巻頭に文献として挙
げ、それに即して論述をすすめたい。

Ⅰ）初めて社会福祉と出会う

文献
糸賀一雄著『福祉の思想』NHK 出版、1968 年

1. 偶然の出会いから、必然が生まれた
　私が高校生であった時、家は倒産した。ヤミ金

融の非情さを経験し、私は弁護士を志し、法学部
に入学した。法律の知識を身につけ、反社会的な
勢力に対抗する力を持ちたかったのである。大学
入学以降、毎日六法全書を開き、法律書を読み込
んだ。その時の私の心を支えたのは、憎しみ、怒
りであった。
　ところが、1 年生の夏、日本キリスト教団阿佐ヶ
谷教会が募集した知的障がい児施設の大島藤倉学
園（現在は障がい者支援施設・施設入所支援・生
活介護事業を実施）でのボランティア活動に、た
またま行けなくなった友人から、代わりに参加しな
いかという誘いがあり、深い意味もなく、私は、大
島に向かった。
　私が中学・高校時代を過ごした国立市にも伝統
ある知的障がい児者施設があるにも関わらず、学
校の行き帰りに当事者の方に出会うことはなかっ
た。そのため、藤倉学園を訪問した際、日常との
ギャップに戸惑ったことを思い出す。
　数日、炎天下にさらされながら、利用者の方々
と施設の建物の修繕を行った。一緒に食事をした
り、作業で汗をかき、知的な障がいをもつ方々の
生き方に接して、私は自分の生き方が問い直され
た。憎しみだけを信念にして生きていくことはで
きないことを。＊ Ichikawa, Kazuhiro 
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2．社会福祉との出会い
　ボランティア活動を通して私は、知的障がい児
者の父と言われた糸賀一雄先生の「この子らに世
の光を」ではなく、「この子らを世の光に」とい
う言葉に出会った。私は、この子らが地域で当た
り前の生活をしていることが社会の光となり、そ
れを一緒に実現する活動がボランティア活動であ
ると胸に刻んだ。1 年生の夏のこの出会いをきっ
かけに、私は様々なボランティア活動を続けた。
　こうして、学生時代に行っていたボランティア
活動を通して自分の生き方が問われ、私が 20 歳
の大学 3 年生の時、将来の道を探し求める過程
で、当時横須賀基督教社会館の館長だった阿部志
郎先生をお訪ねした。そこで阿部先生は、明快に
私に言われた。「自立と連帯によってコミュニ
ティが形成される。ボランティア・市民活動と
は、自分を振り返りつつ、連帯・協働して、コ
ミュニティを耕す自発的な活動であり、あるべき
社会を描く挑戦である」と。そのアドバイスに導
かれて私は、家族の反対を受けながら、司法の道
を歩むより、当事者の方々と一緒にコミュニティ
を創っていくことができる社会福祉の道を選んだ
のである。今、「どのように活動するか」だけで
なく、「どうして活動するのか」というボラン
ティア・市民活動の原点が問われているが、私の
原点は青年時代の出会いから生まれたのである。
以降、今日までの 50 年、私が困難な出来事に直
面した時、阿部先生に助言を戴いた。私にとっ
て、阿部先生は、きわめて大きな存在である。

Ⅱ）1970年代の大学院での学び

文献
①  拙稿「英国「社会改良期」における老人サービスの

展開」（『東洋大学大学院研究紀要』第 17 集、昭和
56 年 3 月）

②  拙稿「英国両大戦期における老人サービスの再編」
（『社会老年学』No.14、東大出版、昭和 56 年 3 月）

1．杉森塾のメンバーとの出会い
　早稲田大学を卒業してから、私は、社会事業学
校研究科に入学した。そこで、日本社会事業大学

の教員であった杉森創吉先生（シドニー & ベア
トリス・ウェッブ研究、以下当時の研究対象を記
す）に出会う。当時、杉森先生の周りには、若手
研究者がたくさん集っていた。杉森先生と加重子
夫人は、学生を家に招き、食事を提供し、様々な
ケアをして下さった。杉森塾とも言われた研究者
グループは、日本社会事業大学の阿部實さん

（チャールズ・ブーズ研究）、明治学院大学の社本
修さん（ロバート・マルサス研究）、松原康雄さ
ん（メアリー・リッチモンド研究）、清水浩一さ
ん（見田宗介研究）、明治大学の岡部卓さん（貧
困研究）、名古屋市立大学の吉村公夫さん（リ
チャード・M・ティトマス研究）、目白大学の六
波詩朗さん（シーボーム・ロントリー研究）で構
成され、私の青年期から一緒に学び合った。

2．はじめて掲載された論文
　研究科卒業後、私は、東洋大学大学院社会福祉
専攻博士前期課程に入学し、イギリスの福祉政策
を学んでいく。当時の日本の社会福祉制度は、イ
ギリスの影響を強く受けており、イギリスの福祉
政策、福祉国家論に関する多数の文献が出版され
ていた。また研究者仲間からも刺激を受け、政策
科学としてのソーシャルポリシーに関心をもった
ことも、研究の動機となった。ちなみに、2 つの
論文は、修士論文である「イギリス老人サービス
の史的展開とその意義〜特に両大戦間期の老人
サービスの考察を中心として」を元に再構成した
ものである。
　文献①は、イギリスにおける「自由放任」政策
から「福祉国家」へ転換する過程で、特にその分
岐点ともいうべき社会改良期の老人サービスを焦
点にあて、その意義を検討したものである。当時
の無拠出老齢年金、国民保険とともに、ワークハ
ウス等における処遇の改善等、史的資料を整理
し、今日の社会福祉サービスの展開過程を検証し
ている。文献②は、保険の原則が揺らぎ、社会
サービスの混乱期というべき両大戦間期におい
て、行われていたコミュニティを基盤に置いた
サービスの展開と救貧法の改革について論じ、戦



市川一宏の足跡～ 50 年の歩みをふりかえって～　

3

後のベバリッジ体制への展開過程を明らかにし
た。いずれも、イギリスにおける代表的な社会福
祉政策論者であるウェッブ、T.H マーシャル、
R.M ティトマス、エーブル・スミスの文献や既存
資料を読み込んで考察した。

ふりかえって：1980 年 8 月初旬、私が杉森先生
宅で留守番をしていた時、一本の電話がかかって
きた。「新宿警察署の者ですが、杉森創吉さんの
お宅ですか。杉森さんが倒れ、○○病院に入院し
ていますが、極めて危険な状態にあります。」私
は、電話を受けた後、仲間に知らせた。詳細は明
確に覚えていないが、何度も声を詰まらせていた
と聞いた。また病院に駆けつけ、長野から戻って
来られたご家族をお迎えした時のことは、今でも
覚えている。その数日後の 8 月 6 日に杉森先生の
人工呼吸器が外された。また杉森塾の研究仲間の
うち、3 名が天に召された。私は今でも寂しさを
拭いされない。

Ⅲ）1983年、ルーテル学院大学（当時は、
日本ルーテル神学大学）での学びが始まる

文献
「本学におけるキリスト教社会福祉教育の意義と課題
「地の塩　世の光」をめざして」テオロギア・ディア
コニア別冊 2001（平成 13）年

1．キリスト教社会福祉との出会い
　1983 年 4 月、前田大作先生のご紹介で、日本
ルーテル神学大学（ルーテル学院大学の前身）に
専任講師として採用された。当時、大学はキリス
ト教社会福祉学会の事務局を引き受けており、前
田ケイ先生が学会事務担当理事に、私が事務局を
担当した。松島正儀先生、嶋田啓一郎先生、岡田
藤太郎先生、福田垂穂先生、高森敬三先生のご指
導を受け、また阿部志郎先生、岡本榮一先生、山
崎美貴子先生、遠藤久江先生、松永俊文先生、岸
川洋治先生、そしてたくさんの仲間と学会運営に
携わってきた。また、学会の全国大会では、家
族、地域、命、人権、生命倫理、社会福祉構造改

革等を照射し、キリスト教社会福祉の理論と実践
について、議論を重ねてきた。ここで多くを述べ
ることはできないが、キリスト教社会福祉の根幹
となる考え方は、人間はそれぞれに神が祝福して
命を与えられた存在であり、そのことを保障する
ということ。2000 年以降の ｢生きる｣ 場として
の社会福祉現場を目指した研究と実践を行ってき
たが、学会での議論と結びついている。ルーテル
学院大学で初めて出会った学会であったが、私は
学会の中で育てられたと言えよう。

2．ソーシャルワーク専門職教育
　当時、神学部神学科キリスト教社会福祉コース
主任の前田ケイ先生は、福祉の学生に「福祉関係
の仕事をする人」ではなく「ソーシャルワーカー」
になるという明確な目的をもってほしいと願い、
いつも専門性の大切さを言われた。そこに、｢
ソーシャルワーカーとしての自覚を持つ学生を育
て、社会に送り出す」という本学の源流がある。
　「80 年代ー日本ルーテル神学大学の目指すも
の」という小冊子がある。その中で、前田ケイ先
生は、「本学における社会福祉専門教育への抱負」
として、専門教育における実習教育の重要性を指
摘し、「実習はそれまでに必要な基礎科目の履修
を終え、将来社会福祉の仕事に就くことを志す者
だけに許可される。原則として、3 年次、及び 4
年次にわたり、2 ケ年にわたって、それぞれの学
生の希望を尊重して選ばれた実習先で、毎週 1
日、もしくは 2 日の実習を行い、学生は現場職員
と大学の実習指導担当教員の指導を受ける体制に
なっている。1980 年度の実習先としては、病院、
精神薄弱児施設、精神薄弱者通園施設（現在は、
精神薄弱ではなく、知的障害という）、隣保館、
児童館、山谷福祉センターなどである」と報告さ
れている。今日の実習指導の礎が、コース開設当
時から明確に示されていたのである。

ふりかえって：社会福祉政策を研究テーマとして
いた私は、実習指導の経験も、そもそも実習指導
を受けたこともなかったが、特別養護老人ホーム
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の実習を担当することになった。私は、前田ケイ
先生のスーパービジョンを受け、時間を見つけて
は、ホームに行き、実習において習得する技術と
知識を学んだことを思い出す。私は福祉現場に必
要とされる社会福祉理論を身につけたいとの思い
を、実習指導を通して募らせていったのである。
　なお、実習指導した学生の何人もが、今はホー
ム等の施設長をしている。

Ⅳ）社会福祉計画の策定との関わり

文献
全国社会福祉協議会編『在宅福祉サービスの戦略』
1979（昭和 54）年 4 月

　同報告書は、非貨幣的ニーズ、すなわち㋐性格
上、質的な意味での多様性を有し、現物あるいは
人的役務サービスによって充足されるニーズ、㋑
充足水準を標準的に設けることが困難であるニー
ズ、㋒発生する場と、充足に必要な資源が、サー
ビスが可能な限り接近させておく必要があるニー
ズ、の 3 つに対応する対人福祉サービスの概念を
導入しつつ、予防的サービス、専門的サービス、
在宅ケア、福祉増進サービスを包括する在宅福祉
サービスを提唱している。具体的には、ニードの
発生を事前に防止し、軽減するとともに、対象者
の精神的安定を保障することを目的とする予防的
サービス、本来ならば家族が充足していたニード
に対応する、必ずしも専門的教育および技術を必
要としない在宅ケア、専家族の扶養機能や市場メ
カニズムといった「私的」な充足機能では対応で
きないニードに対する専門的サービス、それぞれ
が社会において自立し、かつ自己実現できるよう
に援助する福祉増進サービスを広義の在宅福祉
サービスとし、在宅ケアと専門的サービスを狭義
の在宅福祉サービスとしている。
　戦略が公刊された当時、社会福祉理論の中で、

「生活問題の顕在化は国家独占資本主義の結果で、
社会福祉は、その問題に対応する運動としての性
格をもつ」という社会政策論的アプローチが強い
影響をもっており、行政の社会福祉計画の策定に

寄与することは、現状を是認するものであると批
判されることもあった。また社会福祉専門援助技
術の評価は、今と比べて高くなかった。ちなみ
に、同戦略をまとめた中心人物は三浦文夫先生で
あり、サービスを提供すること自体に疑義を唱え
る批判に丁寧に反論しておられる姿に度々接し、
やるせない気持を抱いていた。同時に、私自身も
立場を明確にすることが求められたのである。
　私は、イギリスの社会福祉政策を学んでいたこ
ともあり、三浦先生のお考えに賛同し、1984（昭
和 59）年当時、先生が委員長であった『三鷹市
における老人福祉供給システムのあり方』（三鷹
市）、『府中市老人福祉サービス供給構想策定に関
する調査研究』（府中市）をはじめ、川崎、横浜、
東京等のいくつもの計画づくりに参加した。三浦
先生がお求めになる研究水準は高く、確かに苦労
したが、計画策定のプロセス、内容、目的につい
てご指導頂く貴重な機会が与えられた。以降、た
くさんの計画策定に関わり、今がある。
　㋐計画策定に係る当事者、住民代表、行政、社
協、社会福祉法人、民生委員等の関係者の視点を
丁寧に計画に反映させること、㋑ニーズを明確に
し、地域資源の活用と開発を行うこと、㋒目指す
地域を共に描き、計画の目標を明確化すること、
㋓目標を達成するために、関係者の役割を確認
し、実施にあたる具体的役割の合意を図ること、
㋔計画を実行するプロセスを確認し、実施、評
価、計画の見直しという一連のプロセスを設定す
ること、等は、三浦先生の計画策定から実際に学
んだことである。

ふりかえって：失敗もたくさんある。1990 年に
ある指定都市で、30 床のショートステイを確保
し、要介護者をお預かりして、その間、家族介護
者にプログラムを提供することになった。私は、
介護技術の習得、制度の学習等を中心にプログラ
ムを立てた。しかし、ご家族からは不評であった
ことは言うまでもない。ご家族は、同じ困難に直
面する介護家族と苦労を話し合いたかったと後か
ら聞いた。利用者の要望に対応した計画でないと
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役に立たないと実感した。自分勝手な考えで計画
を策定したことの反省と後悔が、以降の私の計画
に関わる姿勢に強く影響を与えている。
　なお、今日に至るまでに、600 を超える計画策
定に関わらせて頂き、以下の論文としてまとめる
機会を与えられた。
・    『地域福祉計画・支援計画の考え方と実際』（地

域福祉計画に関する調査研究事業報告書）全国
社会福祉協議会、2002（平成 14）年

・    拙稿「都道府県 ･ 指定都市社会福祉協議会の事
業と経営」『社会福祉学習双書　社会福祉協議会
活動論』全国社会福祉協議会、2002（平成 14）
年 3 月（宮崎県社会福祉協議会の計画策定に関
わらせて頂き、その実績を踏まえてまとめた社
協論である）

・  拙稿 ｢地域福祉の推進者に求められる視点と役
割｣『月刊自治研』第 44 巻 513 号、2002（平成
14）年

・    拙稿「地域福祉の政策と課題」『地域福祉論』
2002（平成 14）年、ミネルヴァ

・    拙稿「都道府県支援計画と市町村の支援に向け
ての課題」『月刊福祉』8 月号、全社協、2002

（平成 14）年
・    拙稿「社会福祉における地方分権化と地域福祉

計画」『地域福祉の理論と方法』中央法規、2009
（平成 21）年

・    拙稿「個別福祉計画の種類と特徴」『福祉行財政
と福祉計画』（共編著）ミネルヴァ書房、2015

（平成 27）年

Ⅴ）1990 年代の社会福祉現場における
取り組み

文献
①  『老人ホームの生活―東京都内「特別養護老人ホー

ム」20 施設における処遇実態調査報告書』（1990（平
成 2）年 5 月、社会福祉法人東京老人ホーム）

②  市川一宏・日高登・深澤孝寿編著『高齢者施設の個
室ケアマニュアル』中央法規、1998（平成 10）年
9 月

　文献①は、特養の個室化の議論が盛んに行われ
ていた当時、20 施設を対象に、施設の概要、利
用者の基本的属性、利用者の生活環境、利用者の
生活および介護、処遇のための配慮、処遇向上の
ための基礎的条件、認知症高齢者への対応等の個
別対応を含む 61 問、35 ページの調査票を作成し、
それぞれの施設におられる卒業生に調査をお願い
した。結果、多床室のケアの様々な問題が把握で
き、当時の居室の個室化の議論に寄与できたとと
もに、東京老人ホームの個室の建設のための根拠
を明らかにすることができた。
　文献②は、特別養護老人ホームの個室化の意義
を検討し、特に食事サービス、排泄介助、入浴介
助、余暇活動等のサービスに焦点を絞り、サービ
スの個別化がどのように利用者の生活に寄与する
か、具体的に考察している。そもそも、利用者本
人を中心とした個別的サービスを提供するという
ことは、利用者個人を主体として、生活の継続性
とプライバシーの確保、プライドや個別性の尊
重、自由と選択の確保、自立支援、保健衛生面で
の清潔の保持を利用者に具体的に保証することに
よってなしうるものである。本書では、以下のよ
うに基本理念と居室の個室化による効果を示し
た。
㋐  生活の継続性の確保 : 入所前の生活様式および

生活空間と、施設での生活をできるだけ同じも
のにし、高齢者が新たな生活をスムーズに受け
入れることができるよう配慮することが必要で
ある。また個室化によって、入所予定者が入所
に際して愛着をもっている物を捨てるか、また
は自宅に残していくことなく、自分の手元に置
いて生活できるという安心感が保障されること
になる。

㋑  プライバシーの確保 : プライバシーが侵害され
ることによって自尊心が損なわれ、精神的スト
レスが増し加わり、生きる意欲が低下し、利用
者の自立性や主体性が乏しくなる場合も少なく
ない。特に、プライバシーと関わる問題は、第
1 に同室の利用者間で生じる。第 2 にプライバ
シーの問題は身辺的介助の際に生じる。確かに
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各施設では、排泄介助を行うときは、カーテン
をするなどの配慮がなされている場合が多い
が、臭いや音については防ぎようがなく、介助
を受ける本人のプライバシーはもとより、他の
利用者に精神的負担を強いることになる。

㋒  プライドの尊重 : ケアサービスにおいて、利用
者のプライドを尊重して対応することが前提で
ある。利用者が部屋の主としての自覚と責任を
もっていただくことに心がけ、利用者のプライ
ドの維持、自立生活の意欲を維持するために
は、個室は有効な手段となっている。

㋓  個別性の尊重 : 個々の利用者にあった介助を行
い、また利用者の潜在能力や残存能力を開拓す
ることは、利用者の生活の質を維持するために
必要不可欠である。その際に、利用者の個別の
意思を尊重しつつ、利用者の能力に応じて、高
さなどを含めた寝具の選択、家具の配置、写真
などを見やすい場所に置くことなどが、十分利
用者と職員で話し合われなければならない。そ
の結果、利用者は加齢に伴う心身の変化を受容
し、その状態に応じた自立をめざすことが可能
となる。

㋔  自由と選択の確保 : 個室の場合には、利用者が
生活時間を自分なりに活用することができると
いう利点がある。したがって起床や就寝の時間
はある程度利用者の判断に任されていることが
大切である。さらに食事の時間も余裕をもって
設定され、利用者の選択を尊重するサービス
が、ホームの生活時間の全体に一貫されている
ことが重要である。

㋕  自立支援 : 利用者の自立を促進する精神的支援
とともに、利用者の ADL を維持し、残されて
いる能力を向上させるための個別的支援プログ
ラムを作成することが必要であり、その可能性
を個室化は広げることができる。

㋖  保健衛生面での清潔の保持：各居室にシャワー
や洗面所が設備されているならば、排泄介助後
の手洗いなど居室内で行なえるし、感染症を防
ぐことに有効である。

ふりかえって：文献①は、全てワープロで作成し
た。そのため、当時の重いワープロをいつも持参
し、出張先でも結果を打ち込んだ。研修に行った
翌日、ホテルの部屋がなくてバスの運転手が休む
一畳の部屋を借りて原稿を打ち込んだことも懐か
しい。なお、調査内容は、プライバシー保護とと
もに、自分の信仰、生き方等に関しても及んでい
る。Life を日本語に訳すと、命に対しては医療
が、生活に対しては福祉が、人生、生き方に対し
ては何が対応するのかという問いがなされてお
り、今日の私の学びの主要なテーマになっている
が、その問いは、この当時の調査内容にも示され
ていた。また文献②の論文を改めて読むと、利用
者のホームでの生活を向上させたいという思いで
書かれていることに気がつく。そして、「靴に足
を合わせるのではなく、足に靴を合わせる」とい
う利用者主導の援助を求めようとする姿勢は、こ
の時に培われていたことを再確認するのである。
　なお、以上の取り組みを中心となって推進して
いた方は、大学と関係が深い東京老人ホームの元
施設長日高登先生であった。ホームの建て替えが
なされ、雇用された新人職員が実際に処遇を始め
るまでの数ヶ月、ルーテル学院大学で実習を含め
た研修を行い、新人も加わってマニュアルを作成
したことを懐かしく思い出す。

Ⅵ）1990年代の学び

1．1992年9月〜1994年7月のイギリス留学

文献
①  「イギリスにおける民間社会福祉の現状と課題」『社

会福祉研究』59 号、1994（平成 6）年 4 月
②  「イギリスにおける高齢者虐待の現状と課題」『社会

福祉研究』60 号、1994（平成 6）年 7 月
③  「イギリスにおける母子家庭の現状と課題」1994
（平成 6）年 10 月

④  「イギリスにおけるコミュニティ・ケア法以降の動
向」『図説高齢者白書』1995（平成 7）年 5 月

⑤  「イギリスにおけるボランティア・コーディネー
ターの役割と研修プログラム（ボランティア活動の
運営指針）」『月刊福祉』12 月号、1995（平成 7）年
12 月
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　文献①では、イギリスにおけるボランティア市
場の調査結果からみるボランティアの意向と、コ
ミュニティ・ケア法によって導入された契約の考
え方に応じて変化してきた非営利民間団体とのミ
スマッチを明らかにし、非営利民間団体の役割に
ついて再考した。
　文献②では、1980 年代より顕在化してきた高
齢者虐待の現状を、調査結果をもとに把握し、高
齢者虐待の定義を諸文献から整理した。さらにイ
ギリスの有名な民間非営利団体であリ、政策提言
と中高年向けサービスを改善する取り組みを行っ
ているエイジコンサーン（AGE CONCERN）の
活動や地方自治体の取り組みを紹介した。
　文献③では、イギリスの母子家庭の現状と課題
を明らかにした（共同執筆者：イト・ペン）。イ
ギリスでは、家族意識の変化と親族法の改正等に
より、1980 年代から離婚が急増し、母子家庭の
問題が顕在化してきていた。しかし、財政が緊迫
しているイギリスにおいて、母子家庭に対する社
会サービスの課題は多かった。
　文献④では、イギリスにおけるコミュニティ・
ケアの現状を各種報告書をもとに考察し、実際に
ケント州を題材に実地調査を行い、いわゆるコ
ミュニティケア法の意義と課題を提示した。
　文献⑤では、イギリスにおけるボランティアの
現状と政府のボランティア政策の動向をふまえ、
英国ボランティアセンターが発行したボランティ
ア活動の運営指針の意義とその内容を紹介した。

ふりかえって：1992 年夏から 2 年間、イギリス
に留学する機会が与えられた。そもそも留学生活
は、楽しいはずであったが、最初の３ヶ月は大学
院での授業をすべて理解することはできなかっ
た。また、留学当初、自分の研究の未熟さを見せ
つけられた。ロンドンスクール・オブ・エコノミ
クスの図書館に行き、社会福祉政策に関する文献
を確認したが、広い書庫に、想像を超える分量の
関連文献が置かれており、今まで何を根拠に論文
を書いていたのか、自分の研究が問われたのであ
る。その時に学んだことは、「自分の研究の水準

を理解すること、そして研究に謙虚であること」。
なお、私にとって、楽しいこともたくさんあっ
た。家族との時間、現地校に入学した子どもたち
の友人たちを通したコミュニティとの出会い、英
語を母国語としない住民としての生活、高齢者セ
ンターでの週 1 回のボランティア活動、ロンドン
日本語教会への出席等である。

2．全国展開した研修プログラム
①ボランティアコーディネーターの養成

文献
ボランティアコーディネーター、アドバイザー研修プ
ログラム研究委員会『ボランティアコーディネーター
新任研修―講師指導の手引き』1997（平成 9）年

　1993 年には「国民の社会福祉に関する活動へ
の参加の促進を図るための措置に関する基本的指
針」（厚生省告示）等が出された。同指針は、市民
の自主的活動であるボランティア活動を国が支援
し、基盤づくりを進めようと踏み込んだもので
あった。これを受け、全国社会福祉協議会は、ボ
ランティア活動推進 7 ヵ年プランを策定し、ボラ
ンティアアドバイザー・コーディネーター構想と
市区町村・都道府県・全国を結ぶ VC ネットワー
クの整備を掲げた。
　本報告は、このような政策動向を背景に「ボラ
ンティアコーディネーター、アドバイザー研修プ
ログラム研究委員会」（上野谷加代子委員長）が設
けられ、研修プログラムを検討したものである。
研修は、専門技術ごとにまとめられ、講義 16.5
時間、演習 54 時間、実習 68 時間の合計 138.5 時
間のカリキュラムとなった。同時に、同カリキュ
ラムに基づく指導者研修を実施し、全国からボラ
ンティアコーディネーターが集まり、参加者が作
成した研修プログラムを評価し合った。なお、ボ
ランティアコーディネータースキルアップシリー
ズとして、『ボランティアコーディネート論』『ボ
ランティアグループ活動支援ワークブック』『ボラ
ンティアに対する個別活動支援』が発行されてい
る。
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ふりかえって：本研修は、全国各地で実施され
た。私も、いくつもの研修に関わり、たくさんの
社協のメンバーと出会い、今でも長いお付き合い
をさせて頂いている。研修を通して、新人職員の
戸惑いの表情が意欲に満ちた表情に変わっていっ
たことに感動を覚えた。ちなみに、この研修は、
和田敏明先生の提案によるもので、和田先生は、
その他にもたくさんの学びの機会を与えて下さっ
た。感謝している。

②福祉職員生涯研修

文献
福祉職員生涯研修課程『福祉職員研修テキスト』（基礎
編・指導編・管理編）全国社会福祉協議会、2001（平
成 13）年

　全国社会福祉協議会中央福祉学院は、「福祉職
員生涯研修」推進委員会を設置し、福祉現場の職
員の研修プログラムを作成した。その特徴は、以
下の通りである。
㋐  研修プログラムを、社会福祉の専門性と組織性

に分け、専門性は業種・職種固有の専門性と福
祉職員共通の専門性に分け、幅広い福祉職員を
対象とした研修を行ったこと。

㋑  職員の経験や職階、専門性に応じた 3 冊の教材
を用意し、専門性に関しては、福祉の理念・動
向と福祉サービスの実践を、また組織性に関し
ては、組織活動、職場の問題解決、職場の課題
形成、コミュニケーション、チームワークと
リーダーシップ、能力開発というテーマごとに
その概念を整理していること。

㋒  研修方法に関して様々な工夫がなされているこ
と。例えば、設問に対し最初に個人としての解
答を示し、次いでグループで討議してグループ
解答を導き、最後に講師が解説するという理解
促進討議法、事例検討、リーダーシップの自己
評価チェックリスト、ロールプレイ、職場の活
性度診断等、多様な研修プログラムを提供して
いること。

㋓  組織性を教える講師と専門性を教える講師がグ

ループとなり、全国で行われた研修に派遣され、
都道府県・指定都市での実施を支援したこと。
私たちは、特に管理職、指導的職員を対象とる
研修に派遣された。

㋔  研修を指導するインストラクター用に研修プロ
グラムのモデルを提示し、ワークシート集と具
体的な指導マニュアルを作成したこと。

ふりかえって：そもそも、社会福祉実践は、困難
に直面する方々への共感と、実践者一人ひとりの
使命感から生まれ、実践者の熱意で継続されてき
た側面があった。しかし、それだけでは施設内で
の虐待を生み出した歴史があった。私は「施設内
でしか通用しない常識は、非常識である」と考え
ている。また、非営利組織は、その成果を経済的
利益で換算することはできない。ピーター・F・
ドラッカーが ｢何年もの間、ほとんどの非営利組
織は「善意」さえあればそれで事足りると思って
いた。しかし、非営利組織は「事業成果の判定基
準」がないがゆえに、営利企業よりももっと上手
にマネジメントしなければならない。｣ と指摘し
た通り、この研修によって組織としての運営が図
られたことの意義は大きいと思っている。特に社
会福祉業界は、従来、創設者の強いリーダーシッ
プと職員の、個々の力量に依存するところが大き
く、1 ＋ 1 ＝ 2 ＋αという組織としての可能性に
ついては、認識が不十分であったことは認めざる
をえない。当初の研修では、事例検討に際して、
問題となる個人が取り上げられていたが、本研修
を実施して数年後には、多くの研修で直面する問
題を組織課題として検討されるようになっていた
ことに驚いた。
　派遣された都道府県では、各研修ごとに組織性
の講師と私がコメントをすることになっていた。
経営コンサルタントの方の見解を毎回聞くことが
でき、私にとってマネジメントの考え方を学ぶ良
い機会となり、学長としての仕事にも役だった。
ただ、企業のコンサルタントの方々と福祉組織の
検証をすることに関しては、社会福祉研究者から
批判が出ていたことも事実であった。
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Ⅶ）2000年代における挑戦

（1）社会福祉専門職教育をめぐって
1．ルーテル学院大学における大学院の創設
　2001（平成 13）年にルーテル学院大学大学院
人間福祉学研究科社会福祉専攻修士課程が 2004

（平成 16）年には「大学院人間福祉学研究科社会
福祉学専攻（博士後期課程）」が開設された。大
学院の責任者として高度のソーシャルワーク教育
の強化に努められ、一貫して責任をもたれたの
は、前田大作先生である。そして、前田大作先
生、ケイ先生、増野肇先生、福山和女先生、和田
敏明先生、西原雄次郎先生、白井幸子先生、金子
和夫先生、江藤直純先生が創設当初の大学院教育
に関わられ、協働して院生に丁寧な指導を行っ
た。創設年度の混乱が当然予想されたが、充実か
つ安定した教育ができたのも、これらの先生に負
うところは大きい。あらためて、ここでお礼を申
し上げたい。

2．2007（平成19）年社会福祉士及び介護福祉
士法の一部を改正する法律をめぐる動き

文献
①  『ソーシャルワークが展開できる社会システムづく

りへの提案』日本学術会議第 18 期社会福祉・社会
保障研究連絡委員会（大橋謙策委員長・日本学術会
議第 1 部会員）2003（平成 15）年 6 月 24 日

②  『近未来の社会福祉教育のあり方についてーソー
シャルワーク専門職資格の再編に向けて』日本学術
会議社会学委員会社会福祉学分科会（白澤政和委員
長）2008（平成 20）年 7 月 14 日

　1987（昭和 62）年、社会福祉士及び介護福祉
士制度が成立してから 20 年目に、社会福祉士の
職域拡大と教育の充実をめぐる議論と改革があっ
た。
　文献①は、㋐子ども虐待、ホームレス、精神障
害者問題等に関し社会からのソーシャルワークに
対する期待や要請は極めて大きいのに対し、ほと
んどの機関・団体・施設に置かれている法的な職
員任用において社会福祉士有資格者が必置要件と

はなっていないこと、㋑ソーシャルワーク教育系
大学や教員は急増しており、社会福祉人材の急激
な拡大が図られてきたが、福祉教育の水準の維持
のための仕組みが必要であるという認識に立ち、
主に以下を提案している。
　㋐現状において、社会福祉領域で、社会福祉士
の任用制度を構築しなければならないこと、また
医療、教育、雇用、司法等の領域で、社会福祉士
が任用される制度的方途を整備していくこと。
　㋑ 4 年生大学と大学院に関して、自己点検・自
己評価や第三者評価を実施すること。そしてさら
に、社会福祉系大学設置認可及び改組転換による
社会福祉教育課程設置審査にあたって、社会福祉
士と精神保健福祉士及び介護福祉士の教育内容、
教育方法、教育条件及び教員組織について厳格に
審査し、その教育水準を向上させるよう助言指導
すべきこと。
　㋒社会福祉士が国際的に通用する資格となるよ
うソーシャルワーカーのグローバルスタンダード
づくりを行うこと。
　㋓ソーシャルワークのカバーする領域は多様で
あり、個々の職能団体が領域別に行う研修だけで
なく、組織を超え横断的に生涯研修体制を構築す
ること。
　㋔現状の社会福祉士資格制度を基盤とした、専
門領域別の上級ソーシャルワーカー（仮称）の認
定制度を創設すること。
　同提案を契機に、社会福祉士養成教育の改革が
検討された。第 1 は、ソーシャルワーカーとして
の実践能力が得られるカリキュラムに改正し、
様々な職域で求められている能力が身につけられ
るカリキュラム・シラバスの検討である。具体的
には、㋐実習・演習の充実であり、座学で教育を
受けた内容を、具体的に社会福祉演習や実習に結
びつけ、体系的な養成体制を整えること、㋑実習
時間数を、現行 180 時間から 360 時間を到達目標
として、大幅な増加を図ること、㋒演習および実
習担当教員の研修体制を確立し、一定の研修を修
了した者を養成課程担当教員の要件とし、社養協
が研修（ブロック別等）を実施すること、実習機
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関の確保については、実習指導者の養成を拡充す
ること。実習を受け入れ、適切な実習指導を積極
的に行っている施設・機関に対しては、社会的評
価が高まる配慮や、実習指導に対する取り組みを
正当に評価することを目指した。㋓実習指導につ
いては、実習生・実習指導者・実習指導担当教員
の三者が当該実習生の状況や課題・成果等を協議
し、実習生に対しては適切なスーパービジョンが
行えるような対応が必要とした。
　また同時に、社会福祉士の職域拡大と労働条件
や労働環境の充実のため、福祉事務所での生活保
護業務、社会福祉施設での生活相談員等、障害者
の相談支援事業所の専門職員、地方自治体での児
童の相談業務、ハローワークでの就労支援専門
職、追加的カリキュラムを受講することでの社会
福祉施設管理職の資格化、介護保険制度での、介
護老人福祉施設等での社会福祉士配置による介護
報酬加算、独立型社会福祉士が安定した収入、社
会福祉協議会での専門職員の雇用について取り組
んだ。
　文献②では、国民の生活課題が多様化・拡大す
る中で、対応するソーシャルワーカーの人材確保
が社会的要請であるとし、必ずしも高い実践力を
もった人材が養成されておらず、活動内容が見え
にくく、ソーシャルワークの社会的認知度が低い
ことを指摘し、㋐国家資格である社会福祉士養成
を超えた教科内容をもって人材を育成していくこ
と、㋑大学院教育における高度専門職教育によっ
てスペシフィックな福祉課題に関する専門知識の
習得をめざすこと、㋒教育内容として、社会科学
や人文科学等の幅広いカリキュラムの整備と同時
に、社会福祉学およびソーシャルワーク実践の固
有性ある教育を提供すること、㋓社会福祉士を
ベースに、精神保健福祉士を加えて、認定医療
ソーシャルワーカー等の認定ソーシャルワーク専
門職の創設等に踏み込んでいる。これは、2011

（平成 23）年に設立された認定社会福祉士制度認
証・認定機構への道筋を開いたものと言えよう。

ふりかえって：当時、私は日本学術会議の研究委

員会の構成メンバーとして両報告の作成に関わっ
ており、改革が学問としての福祉学の強化を目指
すものであったと理解していた。また、私は社会
福祉士養成校協会（以下、社養協）の副会長とし
て、白澤政和会長のもと、その実現に努めた。
2006（平成 18）年 6 月 3 日、社養協の 2008（平
成 18）年度通常総会において、「今後の社会福祉
士養成教育のあり方について」（提案）が決議され
た後も、日本社会福祉教育学校連盟、社養協、日
本精神保健福祉士養成校協会が共催する全国社会
福祉教育セミナー等における課題の明確化と改正
内容についての説明を行い、さらに社養協の説明
会において加盟校からの意見を集約し、社会福祉
士養成課程における教育内容等の見直しに関する
具体的内容を詰めていった。この時は、所属校の
意向が割れ、調整のために緊張の日々であったこ
とを思い出す。ソーシャルワーク教育を推進して
いこうという大学・専門学校と、いわゆる総合大
学の考え方に隔たりも感じた。しかし、学術会
議、職能団体、養成校が同じテーブルを囲み、
ソーシャルワーカー教育を討議したものであり、
この実績は、ソーシャルワーク教育の危機に直面
する今、原点とすべきであると思っている。
　ちなみにこれらの役割を与えられたのは、学術
会議、学会の活動の機会を与えて下さった大橋謙
策先生、また養成校協会等への関わりを進めて下
さった白澤政和先生のご配慮によるところが大き
い。そして、その根本には、ルーテル学院大学 ･
大学院の福祉教育の実績があったことは間違いな
い。

（2）共同を目指した挑戦
1．るうてる法人会連合の取り組み

文献
①  るうてる法人会連合編著『未来を愛する　希望を生

きる　共拓型社会の創造を目指して』人間と歴史
社、2005（平成 17）年

②  るうてる法人会連合編著『キリストの愛を伝え共に
成長する〜未来を愛する　希望を生きる』リトン、
2009（平成 21）年
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　文献①は社会福祉に関わる全国の社会福祉法
人、NPO 法人、文献②は教育・幼児教育・保育
に関わる全国の学校法人等を対象に、ミッショ
ン、設立からの歩み、現状、今後の取り組みに関
して具体的に書かれている。
　キリスト教信仰に基づき設立され、運営されて
きた事業が、困難に直面する人の生活、生命、存
在を支える先駆的・開拓的役割を担っていたこと
は、歴史が示す通りである。そして、多くの場合、
各リーダーの強い個性と情熱、信仰が、使命を担
う事業の推進力となり、先駆的に社会的役割を担っ
てきた。また、ミッション（当時の外国伝道会）
の援助と派遣された宣教師が果たしたリーダー
シップが、事業の創設と発展を可能にしてきた。
　当然、時代に応じて社会環境は変わり、それに
応じて組織も変えられていく。ミッションについ
ても再確認が必要となる。しかし、キリスト教社
会福祉の事業は、措置費によって安定してきたも
のの、多くの事業において、当初のミッションが
曖昧にされてきたという危機に直面しているとい
う現状認識が教会、各関係団体の責任者からなさ
れ、具体的取り組みが求められ、それぞれの歩み
を検証することとなった。るうてる法人会連合設
立宣言文を紹介する。
　「日本福音ルーテル教会は、アメリカ南部一致
ルーテル教会が、「御国の到来を早める」ために、
人は神の恵みにより救われ、隣人に遣わされる、
というルーテル教会の基本に立って、1893 年日
本宣教を開始したことに由来する。その宣教と
は、聖書の教えるとおりキリストの愛を実践する
働きとして、福音を宣べ伝え（伝道）、教え（教
育）、いやす（奉仕）わざであった（マタイ 9:35）。
　当初、このわざは日本の法制度に従って公益社
団法人として行われた。
　戦後、日本の法制度の改革並びに教会自立路線
の選択などの歴史的社会的変化に伴い、キリスト
の愛を実践する働きとして一つであるはずのもの
が、伝道活動は宗教法人に、教育活動は学校法人
に、奉仕活動は社会福祉法人にと、分割されるに
至った。

　今このような歴史をかえりみて、2002 年 5 月
15 日ここに、われわれは、聖書の示すところに
たちかえり、主が、私達を通してなさる宣教のわ
ざを、この世全体に向けられたものとして綜合的
に捉え直し、福音的信仰に立ち、伝道（宗教法
人）、教育（学校法人）、奉仕（社会福祉法人）の
わざに招かれた「宣教共同体」として総力を結集
して新たなる宣教の展開へと向かうことを決意す
る。
　神が、われわれのこの決意を祝福し、この連合
に連なる者を御旨の成就のために用いられんこと
を。　　熊本にて」
　宗教法人代表山之内正俊（総会議長）、ルーテル
学校法人会代表石原寛（ルーテル学院理事長）、
ルーテル社会福祉協会代表内海望（東京老人ホー
ム理事長・ルーテル教会牧師）、幼稚園保育園連合
会代表沼崎勇（ルーテル教会牧師）が名前を連ね、
教会を中心に幅広いネットワークが形成された。
　文献②は、日本福音ルーテル教会が中心になっ
て構成されたるうてる法人会連合の枠を超え、日
本ルーテル教団が関わる聖望学園、浦和ルーテル
学院、関係施設も加わって作成されている。その
背景には、ルーテル学院大学・九州ルーテル学院
大学の清重尚弘元学長、聖望学院の神田秀夫元理
事長、浦和ルーテル学院の東海林敏雄元理事長の
強い信頼に基づくルーテル諸学校の長い歴史が
あったことを明記する必要がある。

ふりかえって：法人会の本を出版するために、当
然執筆内容に関する確認が必要である。私は、文
献①を作成するにあたって、できるだけ多くの社
会福祉法人等を訪問し、設立の背景、事業の内
容、課題等の説明を受け、書いて頂く内容を決定
することがもっとも有効であると考えた。熊本の
慈愛園と広安愛児園を訪問した後、福岡県の久留
米に宿泊し、早朝、レンタカーを借りて、久留
米、日田、別府、門司の各施設を訪問し、飛行機
で博多から東京に帰るという予定を組んだ。実
は、その日は、台風が近付いており、久留米から
別府まで繋がる高速で横風と雨に苦労した。高速
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から分かる谷底の深さを実感した 1 日であった。
　法人会の取り組みを通して、私は、ルーテル教
会に属する社会福祉活動が、一人ひとりの思いと
希望に導かれているとともに、原点は、言葉で言
い表せない悲しみ、痛み、悲哀、苦しみの中で見
出した神の愛から生み出されていることに気がつ
かされた。例えば、戦後に創設された障がいを持
つ方々の作業所等は、障がいをもつ子どもの親で
ある方々の思いが実現したものであった。各施設
には、「本人が罪を犯したのではなく、またその
両親が犯したのでもない。ただ神の御業が彼の上
に現れるためである」( ヨハネによる福音書第９
章第３節）等の聖句が掲げられていた。障がいが
ある子どもを授かった時、多くの親はその障がい
は子どものせいではないと考え、重荷を背負うこ
とになる。また他の親族や他者からの冷たい目を
感じることもある。その痛みの中で、聖書の御言
葉が届けられ、新たに歩みが始まったのである。
　澄み渡った夜空に満点の星が見えるように、悲
しさの中にいるからこそ、大切な光が見える。親
の思いをそのまま受け止めて、そして今を生き、
明日に向かう歩み、すなわち福祉実践を生み出す
という歩みを、私は学んだのである。それは、明
日の社会を照らす光である。

2．21世紀キリスト教社会福祉実践会議
　日本キリスト教社会福祉学会においても、学会
のあり方をめぐって、理事会を中心に議論を重ね
られた。特に学会が閉鎖的になってはいないか、
社会福祉制度の急激な変化に対して、学会は十分
な発言力をもっているのかという問いへの十分な
解答を学会は持ち得ていなかった。そこで学会
は、社会活動委員会を組織し、木村知巳先生、ニ
ノミヤ・アキイエ先生、長谷川重夫先生と私の 4
名を委員とし、新たな取り組みの可能性を模索す
ることを求めた。同委員会では、㋐プロテスタン
トやカトリックといった教派を越えたキリスト者
による社会福祉団体の連携が必要であること、㋑
キリスト教社会福祉を担う研究者と実践者の連携
が必要であるという認識に立ち、教派を越えて幅

広くキリスト教社会福祉関係施設・団体に呼びか
けた。結果、1998（平成 10）年ルーテル学院の
礼拝堂において二一世紀キリスト教社会福祉実践
会議設立総会が開催され、以下の四つの事項を目
的とする新たな会議が創設された。㋐超教派の立
場から、さまざまなキリスト教主義社会福祉団体
の連携をはかり、協働して、きたるべき将来のキ
リスト教社会福祉の展望を切り開いていくこと。
㋑各キリスト教主義社会福祉施設および団体に働
くキリスト者の育成と支援をはかること、そして
それらキリスト者が、「キリスト教社会福祉」の
意義を深め、アイデンティティをもつことができ
るように、相互啓発をめざすこと。㋒社会の矛盾
に対して、積極的に発言し、具体的に提言をする
こと。㋓アジアを中心に協力、連帯、共生等国際
的な視点で取組を目指すこと。
　創設時の所属団体は、社会福祉法人救世軍社会
事業団、日本カトリック司教協議会カリタスジャ
パン、日本キリスト教児童福祉連盟、日本キリス
ト教社会事業同盟、日本キリスト教社会福祉学
会、日本キリスト教保育所同盟、日本聖公会社会
福祉連盟、日本バプテスト社会福祉事業団連絡協
議会、ルーテル社会福祉協会である。なお、同実
践会議は、阿部先生が初代会長となられ、2002
年〜 2023 年はカトリック司教森一弘先生が、
2014 年〜 2021 年は司教幸田和生先生が担われて
いる。

ふりかえって：第 1 回は、1998 年 3 月 14 日（土）、
ルーテル学院大学において、「21 世紀キリスト教
社会福祉の展望」をテーマに行われた。開会礼拝
は徳善義和日本福音ルーテル教会牧師、記念講演
は粕谷甲一カトリック東京教区司祭による「マ
ザーテレサから学んだもの─ 21 世紀を前にし
て─」、基調講演は阿部志郎日本キリスト教社会
福祉学会会長による「21 世紀キリスト教社会福
祉の展望」、話し合いは司会が保田井進先生、報
告者が石井錦一先生、佐々木道人先生、中西由起
子先生、西宮幸治先生、長谷川重夫先生であり、
各教派から選出されていた。以降、大会は 2 年に
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1 度開催された。
・    2000 年、上智大学、テーマ「今、何故キリス

ト教社会福祉なのか」
・    2002 年、キリスト教ミード社会館、テーマ「変

革期におけるキリスト教社会福祉実践の展望」
・    2004 年、救世軍本営、テーマ「いのち ここ

ろ 生活〜キリスト教社会福祉実践に生きる〜」
・    2006 年、東京カテドラル　ケルンホール、テー

マ「生きる─スピリチュアリティの模索─」
・    2008 年、名古屋大韓教会、テーマ「底点から

社会を見る・・私はあなたの隣人か」
　このように、実践会議は、教派を超えて信頼と
理解を紡ぎ、協働の基盤が作られていた。救世軍
本営で、渡辺純子シスターが記念講演をして下
さった。今までの教派の歴史を振り返り、感慨を
持って会の開催を喜んで下さった方々を思い出
す。森一弘先生、阿部志郎先生、キリスト教児童
福祉連盟長谷川重夫先生、日本キリスト教保育所
同盟の会長で牧師の石井錦一先生、救世軍張田直
子先生、日本聖公会社会福祉連盟で牧師の上田憲
明先生、ルーテル社会福祉協会元会長で牧師の内
海望先生等が定期的に同じテーブルで会の運営を
話し合っており、互いの信頼があったと私は思
う。今後もこの信頼関係が続いていくことを願っ
ている。
　なお、同実践会議の創設の時期は、ルーテル学
院大学がキリスト教社会福祉学会の事務局を担っ
ていた時期であり、２つの事務局を担うことは大
変であった。当時私は学長を勤めており、キリス
ト教社会福祉が目指す存在保障の考え方は社会福
祉に必要とされていること、またキリスト教社会
福祉はルーテル学院大学のミッションと一致する
と考え、福祉学科の教員方に相談して学会の事務
局を引き受けた経緯があった。しかし、実際に多
忙な事務局の運営を担ったのは西原雄次郎先生と
髙山由美子先生である。特に髙山先生は、教育、
研究に多忙な時であり、大変な労力をおかけした
ことを忘れることはできない。改めて感謝した
い。

Ⅷ）2010年代の取り組み

1．東日本大震災被災地支援

文献
平成 20 年 3 月『石巻市社会福祉協議会地域福祉活動
計画〜誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくり』

　2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災に対
して、ルーテル世界連盟と全国の教会の支援を受
けて、日本福音ルーテル教会、日本ルーテル教
団、近畿福音ルーテル教会、西日本福音ルーテル
教会が加わる「東日本大震災ルーテル教会救援」
が行われた。そして仙台教会に「ルーテル支援セ
ンター ( となりびと )」が設置され、派遣牧師を
送り、本格的な支援を行った。 詳細は、日本福
音ルーテル教会の HP に掲載されている。私は、
発災当初は、ルーテル教会の支援を受けて、特に
宮城県での活動を始めることができた。当初は、
自分自身が被災地に何の貢献ができるか、自分の
力量を見極めていた。そして石巻市社協と一緒に
復興 ･ 復旧を考えることが許され、2020 年 3 月
まで続けることができた。活動当初の教会の支援
に感謝したい。
　特に、宮城県石巻市の被害は大きく、2015（平
成 27）年 4 月末現在、死者 3,278 人、行方不明者
422 人を数えた。また被災住家棟等は、全壊家屋
22,357 棟、半壊家屋 11,021 棟、一部損壊家屋
20,364 棟を数えた。東京で津波に襲われた現場を
映像で見て、私は、いてもたってもおられず、石
巻市を訪問した。今まであったはずの家がなくな
り、土台だけが残っている。そこには、大切な家
族、友人、そしてかけがえのない生活があったは
ず。それが押し寄せてきた津波によって、根こそ
ぎ奪われたのである。かつてあった家を見ながら、
また一緒に過ごした子どもや孫が通っていた幼稚
園や学校を見ながら、呆然と立ち尽くしていたた
くさんの方々の後ろ姿を、私は忘れることができ
ない。現地に立ち、実際に大きな被害を体感して、
私は何ができるのか、自らを問うた。そして、ボ
ランティアで、石巻市の地域福祉の将来を見据え
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た地域福祉活動計画の作成に関わらせて頂きたい
と石巻市社協の責任者の方に申し上げた。
　計画の策定を通して、被害が大きかった雄勝地
区、牡鹿半島等も行ったが、いくつもの集落が流
されていた。また自宅を失った住民は、発災まも
なく避難所での生活を余儀なくされ、さらに時が
経って多くの住民は仮設住宅等へ、さらには復興
住宅へと住まいを変えていく現状を知った。時間
を追って、地域の生活ニーズは変化し、社協が何
をすべきか、役割を変化させていった。ただ忘れ
てならないことは、多くの方が避難所⇒仮設住宅
⇒復興住宅と転居しておられるものの、そのルー
トとは違う、もしくは避難所で生活できない方々
等にどのように対応するか、丁寧な取り組みが必
要であったこと。高齢者等の方も多く、たえず孤
立の危機に直面する危険性があることも学んでき
た。計画策定及び計画内容に関する特徴は以下の
通りである。
㋐  地域における生活課題を

丁寧に掘り起こしたこと。
社協職員自身、また職員
の親族や友人には、実際
に被害に遭われた方々も
おられ、現実を見ること
に痛みを覚えたのではな
いかと心配した。しかし、
計画の作成に関わった社
協職員は、民生児童委員、
各支所職員、行政職員、
社協職員と協力して、実
情を明らかにした。

㋑  ｢したいこと｣「できるこ
と」｢求められていること
｣ の 3 つの視点で、事業
の見直しを図った。重点
事項は、本来の社協のあ
り方を問うものであっ
た。

㋒  行政の「石巻市地域福祉
計画」及び社協の『地域

福祉活動計画』に基づき、（2013 平成 25）年
より地域福祉コーディネーターを設置し、避難
所から仮設住宅、そして復興住宅に転居する住
民が孤立しないように、個別ケアを図った。そ
して地域におけるニーズ把握と各関係機関との
連携を行った。等

　私にとって、社協のメンバーは、本当に信頼で
きる友人であった。石巻市におけるコミュニティ
の再生と、社協の役割・使命の明確化と実際の事
業の推進を目指した仲間であった。その一人が、

『石巻かほく』（2014 年 10 月 16 日）に投稿した記
事を紹介させて頂く。私の宝でもある。
　なお、石巻市社協との関わりを通して、被災地
支援について学んだことを以下、簡潔に示した
い。㋐「仮の生活」「仮の人生」はない。「被災者
なんだから」という考えは、高齢者なんだから」

「障がい者なんだから」という考え方に通じる。
（厚生労働省元対策責任者より）㋑そもそも制度



市川一宏の足跡～ 50 年の歩みをふりかえって～　

15

が、専門家が、事業者が、利用者の実像を見えに
くくしていないだろうか。被災地では通用しな
い。生活者としての、住まい、仕事（産業）、援
助（福祉）、生活環境、絆が、それぞれにあった
自立の支援に結びつき、明日への希望と繋がる。
㋒地域の再生という視点からの復旧・復興が大
切。全国各地で行われている「まちづくり」「福祉
でまちづくり」と共通である。㋓寄り添うケアが
重要。時を経て、被災地の状況が変わる。それぞ
れのニーズに対応していくこと。「靴に足を合わ
せるのではなく、足に靴を合わせる」という原点
に立ち返る。㋔忘れないこと。互いに理解し合う
こと。学ぶこと。0 か 100 ではない活動。その間
には 1 から 99 の支援がある。

ふりかえって：石巻市は、天候の穏やかな土地で
あるが、本当に寒い時もあった。地面は氷結し、
歩くこと自体に危険が伴った。そして一日中寒い
風が吹きすさび、体温を奪った。厳しい経験で
あった。
　職員検討部会のメンバーは、8 月 31 日から 2
月中旬まで、彼らが計画案を作成しては、私がコ
メントし、課題を提示した。メンバーは仕事が終
わってから集まり、検討し、また成果をまとめ、
そして私がチェックするというプロセスを繰り返
し、30 回に及ぶ検討を行った。メンバーの意欲
を目の当たりにして、私はつくづく石巻に来て良
かったと思った。忘れられない思い出である。
　震災後、復旧・復興が進んだ。仙台からバスで
石巻に行っていたが、仙石線が開通し、電車で行
くことができるようになった時の興奮を今でも忘
れない。そして、石巻市社協の事務所があった場
所の周りにあった、津波の被害にあった家屋は、
徐々に片付けられた。被災地支援も変化してき
た。ふりかえって、発災まもなくは、全国の大学
が休校になったこともあり、多くの学生がボラン
ティアとして被災地に来ていた。また災害ボラン
ティアセンターが置かれた石巻専修大学のグラン
ドには、ボランティアのテントがたくさんはられ
ていた。しかし、しばらくして、多くの方々が帰

られた。また支援に一区切りがついて帰っていく
NGO 等を見て、それは当然のことであるとは思
いつつも、未だ解決できていないたくさんの問題
があることを思うと、言い表せない寂しさを禁じ
得なかった。寂しさを感じた時は、東日本大震災
で起こったことが、他人事から自分ごとに変わっ
た時かもしれない。このことが、2020 年 3 月ま
で、石巻市社協と石巻市の地域福祉アドバイザー
を続けさせて頂いた理由でもある。
　私は、何度か、たくさんの生徒と職員が亡く
なった大川小学校を訪問した。その跡は、今は震
災遺構として残されている。夏に行くと、慰霊碑
にはたくさんのひまわりが飾られていた。その理
由は、後日、『ひまわりのおか』（文 : ひまわりを
うえた八人のお母さんと葉方丹、絵 : 松成真理子）
という絵本から知ることになった。「ひとつぶの
小さな種が、千つぶもの種になりました。そのひ
とつぶひとつぶが、ひとりひとりの子どもたち
の、思い出のように思えました。また　夏が来た
ら　会おうね。ずっとずっと　いっしょだよ。」
私も、被災地である石巻市のことをいつも心に留
め、これからも応援していきたいと思っている。

2．各自治体の地域の特性に合わせた地域福祉の
実践的研究

文献
清成忠男監修、市川一宏編集代表『人生 100 年時代の
地域ケアシステム〜三鷹市の地域ケア実践の検証を通
して』2019（平成 31）年 5 月

　私は、縁があって、少なくとも 20 年以上にわ
たり、複数の市区、社協、都県社協、そして全社
協、厚生労働省の計画策定、実施、評価および調
査研究、人材養成・研修等に関わってきた。私が
委員長の間に、何人も担当者や担当部長が代わる
経験も多い。それぞれの機関は、この間の地域の
生活問題は深刻化、重層化に対応して新たな取り
組みを行ってきた。私は、それぞれの自治体、社
協に特徴があり、個性があり、継続し蓄積してき
たその実績を大切にすべきであると考えている。
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言葉を換えて言うならば、今までの計画の実績と
ともに課題を検証し、必要とされる計画を接ぎ木
していく継続性が必要であり、その結果として、
地域に根を張った地域ケアが可能となると私は考
えている。上記文献を参考に三鷹市の地域ケアを
例に考察すると、その特徴は以下の通りである。

①コミュニティ圏域における実践
　三鷹市の特徴は、生活の基盤であるコミュニ
ティの形成において、長年の実績と可能性をもっ
ていることである。三鷹市では、コミュニティセ
ンターを基盤として、活動や施策が組み立てられ
ている。1971（昭和 46）年 2 月、三鷹市はコミュ
ニティ構想を明らかにした。同構想では、㋐住民
参加によるコミュニティセンターの建設、㋑コ
ミュニティ・センター条例の制定、㋒住民自身に
よるコミュニティセンターの管理・運営の 3 つの
特徴を持つ「三鷹方式」の市民自治を目指した。
そして、行政は「コミュニティ活動への動機づけ
と活動の場を提供すること、つまりコミュニティ
活動の手段と媒体とを用意する限りにおいて近隣
社会の創造に係わりあうこと」（昭和 46 年策定

「第 2 次中期計画」）とされ、その具体的施策とし
てコミュニティセンターが建設され、住民協議会
に対してコミュニティ活動助成金及びコミュニ
ティセンター管理運営についての助成金（平成
18 年度からは指定管理料）が交付されている。
　また三鷹市は、7 圏域に地域ケアネットワーク
を創設した。同ネットでは、地域のさまざまな課
題を発見、解決するための取り組み、居場所づく
り事業としての「地域サロン」、専門窓口やサー
ビスにつなげるお手伝いをする「相談サロン」、
隣近所のお手伝いのようなちょっとしたお手伝い
をする支え合い活動など、各地域の状況に応じた
活動を展開している。さらに三鷹市は、「コミュ
ニティ・スクール（以下、CS と言う）を基盤と
した小・中一貫教育」を行う中で、子ども、教
員、保護者、地域の方々、関係諸機関などの関わ
り合いを重視した。そして市内公立小中学校 22
校すべてが、CS の指定を受け、連雀学園、にし

みたか学園、三鷹の森学園、三鷹中央学園、鷹南
学園、東三鷹学園、おおさわ学園の小・中一貫の
7 学園を構成しているが、コミュニティセンター、
地域ケアネットワークの同圏域との関わりも深
い。

②一貫している多様な市民参加システム
　多様な市民参加は、三鷹市の第 2 の特徴であ
る。コミュニティセンターの設置において、まず
住民のなかから呼びかけ人 70 名を選び「コミュ
ニティ研究会」を立ち上げ、そこでコミュニティ
センターのプランを作成することした。「コミュ
ニティ研究会」は建設プランをつくりあげたあと
発展的に解消され、その後住民協議会設立準備会
委員会が組織され、そこで正式に住民協議会の組
織づくりの骨格作業（会則案承認、役員人事、セ
ンター運営委員会規則、事務局設置等）が進めら
れた。
　また、1976（昭和 51）年、三鷹市基本構想に
基づく第 1 次基本計画の策定に際し、各団体から
の推薦枠などを設けない公募型の会議である「ま
ちづくり市民会議」が設置され、計画に際し、市
民の意見を反映することとなった。
　さらに、1998（平成 11）年に「みたか市民プ
ラン 21 会議」が設置され、公募に応じた 375 名
が 10 の分科会に分かれて 400 回以上の定例会議
を実施した。「第 3 次三鷹市基本計画」の策定に
あたって、市民が一からまちづくりのコンセプト
を構築し、提示し、市は、後方支援として活動を
サポートしながら、提示された内容を受けて「計
画」に反映させる、という「パートナーシップ協
定」を結んだのである。これは、三鷹の社会の将
来像を描き、具体的に取り組んでいくための市民
や行政、保健福祉関係者等との合意形成の場であ
り、市民参加による行政計画の策定、実施、評
価、策定というサイクルが、一貫して取り入れら
れている。

③幅広い協働の取り組み
　三鷹市は、1997（平成 9）年に健康福祉総合条
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例を制定し、「市は、健康福祉施策に関する調査
及び研究を行うとともに、市民の意見を反映し
て、基本的かつ総合的な計画を策定し、これを実
施しなければならない」とした。また、先に述べ
た、「みたか市民プラン 21」の提言に基づく市の
基本計画に「地域ケアネットワーク」の原型であ
る「地域ケア構想」を、2003（平成 15）年に、

「健康福祉総合計画」で地域ケアネットワークの
構築を位置づけ、2004 年〜 2015 年に、市内に 7
つの地域ケアネットワークが設置された。なお、
同ケアネットは、地域のさまざまな支え合い活動

（住民協議会や町会・自治会など）、民生委員児童
委員やほのぼのネット員、市民ボランティア、商
店会、行政や社会福祉等の関係機関等によって構
成され、取り組みが進められている。
　また、医師会は神経難病の無料集団検診等の継
続的な取り組を行ってきており（『難病―難病検
診の意義とその役割』（1987（昭和 62）年、有斐
閣）、健康診断等を含め、地域医療に実績をもっ
ている。そして、「三鷹市医療と福祉を進める会」
が創設され、医療の専門職と市民、障害者団体、
市・都・区等の多様な団体が連携してきた。
　さらに、2005 年、教育・研究機関の地域への
開放と、地域社会における知的ニーズを融合し、
民学産公の協働による新しい形の「地域の大学」
をめざして、三鷹ネットワーク大学が創設され
た。2018（平成 30 年）年 4 月現在、20 の大学、
国の研究機関等が正会員となっており、市民が地
域で活躍するための知識や手法の取得を支援する
ことで、地域の人財をさらに生み育て、協働のま
ちづくりを進め、豊かで安心できる市民生活の実
現をスローガンに、講座の提供、産業支援等を
行っている。
　以上の実績を踏まえてはじめて、地域に根ざし
た地域ケアが実現するのではなかろうか。

ふりかえって：重層的支援体制整備事業や生活支
援体制整備事業等の新たな施策が目立ってきた。
具体的な枠組みや事例も示されている。但し、そ
れらの施策も、各市町村の多様性、固有性を認め

ているのであって、地域特性、資源の吟味、今ま
での実績とその評価等、丁寧な検証を行わない
と、安定した事業として定着することは難しいの
ではないかと思う。例えば、小地域見守り活動や
地区社協の充実、強化を図って長く取り組んでき
た歴史のある社協、自治体が、今までの築いた
ネットワークや実績を無視した計画を立てる事例
もあり、不合理さを感じざるを得ない。担当者が
変わり、時代が変わり、やむを得ないかもしれな
いが、それぞれの社協、自治体が、重点的に取り
組んできた実績が継承されていない。今一度、私
は、接ぎ木としての福祉計画の意味、継続性を検
証していきたいと思っている。

Ⅸ）私のライフワーク

1．コロナ禍の社会に広がる生活課題に取り組ん
でいきたい

文献
・「ボランティコーディネーターの皆さんへ〜皆さん
へのエールと今の私たちにできること」『ボランティア
情報 2020 年 5 月号』
・拙稿「コロナ禍における地域ケアを考える」『SAI-4
月号』埼玉県社会福祉協議会 2021（令和 3）年
・拙稿「リーダーに求められる役割」『View221』全国
民生委員児童委員連合会 2021（令和 3）年 10 月

①一緒にテーブルを囲み、話し合うことによって、
わかったこと

　2020（令和 2 年）年 11 月、コロナ感染症が猛
威をふるっていた 1 年目、三鷹ネットワーク大学
において、ルーテル学院大学院の高齢者福祉研究
の授業として、東京都小金井市、調布市、三鷹市
と東京都関係者等による 4 回のトークセッション
を開催できた。
　そして㋐地域において、孤立の現状、ケアを要
する状態の拡大等の、地域で起こっている問題を
共有できた。㋑コロナ禍にあって、それぞれが事
業や活動の問題に直面し、制限の中で、試行錯誤
している現状を共有できた。㋒関係者で地域にあ
る様々な活動、サービス、場、人的資源、地域関
係等の資源を掘り起こし、また各市の高齢者保健
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福祉計画・介護保険事業計画の特徴、援助の仕組
み、各組織の活動の特性を相互に理解することが
できた。㋓互いの思い、活動・事業の強みと限界
を確認し、各団体の強みは活かし、弱みは補いあ
いながら、協働した取り組みを行う必要性と可能

性を確認できた。

②顕在化した深刻な生活問題
㋐関係性の危機　
　内閣府は 2019（平成 31）年 3 月 29 日、自宅
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に半年以上閉じこもっている「ひきこもり」の
40 〜 64 歳が、全国で推計 61 万 3 千人いるとの
調査結果を発表した。7 割以上が男性で、ひきこ
もりの期間は 7 年以上が半数を占めている。ちな
みに、15 〜 39 歳のひきこもりの推計 54 万 1 千
人を加えると、総数は 100 万人を超える。さらに
2020 年 3 月より続くコロナ感染症の拡大によっ
て、特に高齢者・障がい者の孤立化が顕著とな
り、感染を恐れて外出や関わりを控えた結果、ひ
きこり状態にある虚弱な高齢者、認知症の高齢者
が増加したのではないかと危惧されている。
㋑児童虐待　
　児童虐待の相談件数が急激に増えている。ちな
みに、虐待の 2 大要因は、孤立と貧困である。
㋒経済的危機　
　生活保護受給者の数は、2021（令和 3）年 1 月
現在被保護実人員は 2,049,630 人、被保護世帯は
1,638,184 世帯に達し、コロナにより仕事を失った
方々も増え、生活保護の申請が増加している。ま
た生活困窮者自立支援に関しては、「令和 2 年春
から続くコロナ禍は、社会の脆弱性を照らし出し、
その影響は世代・属性を超えて非常に広範囲に及
んだ。休業やシフト減、雇止め等による経済的困
窮に加え、緊急事態宣言等に伴う外出自粛により
人とのつながりが変化し、社会的に孤立を深める
人、DV・虐待など家庭に問題を抱える人が顕在
化した。こうした影響は、コロナ禍以前から生活
困窮のおそれがあった人や脆弱な生活基盤のもと
暮らしていた人がいかに多く存在していたかを浮
き彫りにした」（「生活困窮者自立支援のあり方等
に関する論点整理」生活困窮者自立支援のあり方
等に関する論点整理のための検討会・ワーキング
グループ、2020（令和 4）年 4 月 26 日）と指摘
されている。そして非正規雇用、失業のなかで生
活に困窮する現役世代が増え、結果として子ども
に及ぶ貧困の悪循環が顕在化しているのである。

③未曾有の危機に私たちはどう臨むか
　このように社会で、地域で、貧困、孤立等の深
刻な問題が広がり、コロナ禍で相互の関係がズタ

ズタにされ、不安、恐怖、不信、怒りを生み出
し、負の連鎖が広がってきている今だから、また
日本国内だけでなく、世界中で、戦い、自然災害
が起こり、皆が不安の中にある今、私は、「大切
なもの」「大切なこと」を守っていきたいと思って
いる。
　私は、以下の 3 つを、当面の取り組み課題とし
ている。
㋐自らの働きを問い直す
　まず自らの働きを問い直すことが必要である。
コロナによって、さまざまな活動が止まった。そ
の結果、大切な FACE to FACE の関わりができ
にくくなっている。そのことによって、互いの交
流ができなくなり、支援してきた方々が生活困難
のただ中に置かれてしまった。その結果、孤立が
広がっている。それは、地域にあって、各地域福
祉活動、サービスが果たしてこられた役割がいか
に大切であったかということ。ならば、何として
も関わりを再生するか、それに代わる行動を生み
出していかなければならない。そのようなウイル
スの脅威にさらされているからこそ、改めて自ら
の働きの意味・目標を確認し、可能な方法を見い
だすことが必要である。
㋑地域のあるべき姿を描く
　感染を恐れ、感染した人への非難・排除、最前
線で対応している医療・福祉従事者への中傷は、
互いの存在を認めあったコミュニティがいたると
ころで寸断されていることを如実に示していた。
また、多くの住民の困難な生活が浮き彫りにされ
てきた。だからこそ、今、互いの存在と違いを認
め合い、支え合う地域を描いていくことが大切に
なっている。私は、互いの違いを認め合い、痛み
の共感から始まる地域の再生を目指したい。
㋒協働した働きを始める
　これからの勝負は、互いに支え合うために様々
な方法を開発し、今まで築いた協働の働きを強化
すること。孤立を防ごうと活動している人自身が
孤立してはならない。協働の可能性を模索した
い。
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2．社会福祉の原点を追い求めたい

文献
・  石居正己・熊澤義宣監修、江藤直純・市川一宏編集
『社会福祉と聖書〜福祉の心を生きる』リトン、
1998（平成 10）年 2 月

・  岡安大仁・市川一宏編著『生きる。―生きる「今」を
支える医療と福祉』人間と歴史社、2004（平成 16）
年 7 月

・  単著『知の福祉力』人間と歴史社、2009（平成 21）年
5 月

・  単著『「おめでとう」で始まり「ありがとう」で終
わる人生 福祉とキリスト教』教文館、2014（平成
26）年 6 月

・  この人に聞く「ソーシャルワーカーは、専門職であ
る前に一人の人間であれ」聞き手松本すみ子先生、

『ふくしと教育』（日本福祉教育・ボランティア学学
会機関誌）通巻 26 号、2019（平成 31）年 1 月

・  「専門職である前に、一人の人間であれ」阿部志郎
監修・共著『福祉に生きる君へー私たちは何を伝え
てきたかー』燦葉出版社、2021（令和 3）年 3 月

　私は、1990 年代初頭、東京老人ホームの個室
化の取り組みを進めるために、ホームの処遇等を
検討してきた。そして、それ以降、基本的なケア
のあり方、すなわち利用者が生きている姿に、私
たちは寄り添ってきたというテーマに取り組んで
きた。掲示した文献は、そのテーマを扱ったもの
でもある。
　何故「生きる」というテーマを継続的に問いか
けているか。その理由は第 1 に、そもそも専門職
が、利用者の生活の豊かさにどのように貢献でき
たかという問いかけが、利用者からあると思うか
らである。今、「生きる」一人の人間と、専門職
が把握する利用者との狭間がなかなか埋まらない
と事実が、利用者の決定的な不満を生み出してい
る。悲しみや痛みを感じ、喜びや感動する心を抱
き、自分らしく生きたいと葛藤し、人間としての
誇りを生きる糧とし、安心する心の拠り所を求め
さまよう、そうした人生を一歩一歩積み重ねて生
き抜いてきた利用者とともに、専門職は歩いてき
たのだろうか。
　第 2 は、専門職の原点はどこにあるのか問いか
けたいからである。私は、以下の視点を大切にし

ている。
　㋐生命の理解：すべての生命は、祝福されて与
えられたもの。この事実に、疑義をはさむ余地は
全くない。
　㋑人間の理解：専門職の狭い知識で描かれた利
用者像に個々の利用者を当てはめていないか。人
を人としてあらしめる感性、知性、意識がある
か、私たちは問われている。専門職である前に、
一人の人間でありたい。
　㋒人生（生きていく意味）の理解：人生は山の
頂きに向かって歩んでいく道程である。その道の
途中に、様々な出会いがあり、障害があり、それ
を乗り越えていくために、共に歩んでいく人たち
の絆が生まれる。私も、今まで解決困難なたくさ
んのことに出会い、多くの絆を結び、解決してき
た。今、さまざまな絆が断ち切られている。孤立
状態にある方々が急激に増えている。絆を取り戻
したい。
　これらは、専門職への問いかけであると思って
きたが、今は、私自身の生き方の問題であると考
えている。この 10 年、私の体に変化があった。
足首の骨折、2 回の大きな手術を受けた。1 回目
の手術は、キリストの生誕を祝う聖日礼拝の日の
翌日であった。NHK のラジオの宗教の時間だと
思うが、私のメッセージが放送されることになっ
ていた。偶然ではあるが、私は手術のために病院
のベッドで自分のメッセージを聞くことになっ
た。体にメスを入れることから、手術の影響につ
いて説明を受けて最悪のことを覚悟した時に聞い
た自分のメッセージ。生きていくことの意味を学
ぶ良き機会であった。また 2 回目は、学長に再任
された年の 11 月であった。術後の薬の治療も必
要とされた中で学長としての勤めを果たしていた
が、たくさんの同僚の方々や仲間に助けられたこ
とを実感している。そして生きていくこと、生き
ていることの喜びと意味を日々感じている。朝起
きて、息をしていることを実感し、また食事を食
べられることに日々感謝している。本原稿もそう
であるが、丁寧に校正して下さる図書館の職員の
方々に支えられ、書くことができることが、とて
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もうれしい。こんな日々を過ごしている自分は、
まさに当事者である。私は、今まで、神が援助を
必要とする人のそばに立ち、支援するように私た
ちを招いていると主張してきた。しかし、今は、
神の導きに応えて思わず駆け寄り、その人を助け
起こした時に、その人が自分自身であったことに
気がついた。このテーマの当事者として、語って
いきたい。
　また、1992 年からロンドン・スクール・オブ・
ビジネスに留学して、ピンカー（R.PINKER）教
授にご指導を頂いた。2 年間の留学を終え、先生
にご挨拶に伺った時、先生は“PHILANTROPY”
の文献を読むようにと私に紹介下さった。そもそ
も、一人の幸せを無視して、社会、地域の幸せは
成り立たないと思っており、国のあり方が問われ
ている今、改めて、根幹となる思想を学んでいき
たいと思っている。迷を極める今だからこそ、一
つひとつのチャレンジが大切だと思っている。

Ⅹ）むすびにかえて

　私は 39 年をふりかえり、ルーテル学院で学生
生活を送った皆さんに、何ができたか甚だ不安で
ある。もっと良い教育やアドバイスができたので
はないかと反省し、要望に十分答えられないこと
が多々あったことお詫びしたい。しかし、本年
は、多くの卒業生が会いに来て下さり、同時に励
ましを頂いた。また来られない卒業生からの、私
の健康を心配するメールがたくさん届き、私はた
だ感謝するのみ。神様がお許しになる限り、非力
な私だが、卒業生の方々と一緒に希望ある未来に
向かって歩いていきたいと思っている。
　また、合わせて 14 年間の学長時代、学長室の
床が抜けるような経験をしてきた。しかし、その
たびに、理事長の故石原寛先生、松澤員子先生を
中心に教職員がまとまり、卒業生や後援会をはじ
めに教会の方々、関係者の方々、大学の教育を理
解して下さる外部の方々のご支援を頂き、解決し
てきた。あらためて、お礼を申し上げたい。

　最後に、私自身、教員、研究者、大学の経営責

任者等のいくつかの役割を担ってきた。特に学長
としては、試行錯誤の連続。眠れない夜を過ごし
たこともあった。その時、学科長の金子和夫さん
の役割、存在が、私を支えて下さったことをお伝
えし、改めて感謝したい。


